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【１０月２５日（土）】 
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応援要請等情報伝達訓練実施要領（訓練No.①） 

 

１ 主眼 

（１）災害発生から応援要請の判断、応援要請、出動(可能)隊数の報告、応援決定までの迅速な

情報伝達体制の構築 

（２）出動準備体制および迅速な出動に繋がる体制の構築 

（３）「奈良県消防広域応援基本計画」及び「奈良県緊急消防援助隊受援計画」における応援要

請等の情報伝達要領の検証及び災害発災初期における応援要請の判断能力等の向上を図る。 

 

２ 想定 

中央構造線断層帯を震源とする大規模地震が発生し、奈良県北葛城郡広陵町及び、高市郡高取

町において最大震度６強が観測され、数日前からの大雨の影響もあり土砂災害等の甚大な被害が

発生した。被害の甚大な３市町（橿原市、広陵町、高取町）からの要請に基づき、奈良県内広域

応援部隊及び緊急消防援助隊が出動し、各災害現場にて消火・救助及び救急活動を開始。 

 

３ 実施日時 

  令和７年１０月２５日（土）９時００分から 

 

４ 参加機関 

（１）消防庁 

（２）奈良県 

（３）奈良県内消防本部 

 

５ 実施内容 

（１）「奈良県消防広域応援基本計画」の奈良県内消防本部間における応援出動要請から応援出動

決定までの情報伝達 

 ※様式の送付は行わず、架電による要請及び通知のみ実施 

（２）「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱」の県内消防本部、県、消防庁及び関係府県

間における緊急消防援助隊の応援要請から応援出動までの情報伝達。 

 

６ 活動要領 

（１） 「奈良県消防広域応援基本計画」における情報伝達訓練 

ア 奈良県広域消防組合消防本部（代表消防機関）は、自管内の被害状況から、代表消防機関

としての任務を実施することが困難な場合（「奈良県消防広域応援基本計画」第１章、第５、

２の事項）の任務を行うことができない場合）、奈良市消防局（代表消防機関代行）の長に代

表消防機関を代行するように依頼する。また、保有する自己の消防力のみでは対応すること

が困難である場合、奈良市消防局（代表消防機関代行）の長に応援要請の通報を行うものと

する。 

イ 奈良市消防局（代表消防機関代行）は、奈良県広域消防組合消防本部（代表消防機関）か

ら代行を依頼された場合、「奈良県消防広域応援基本計画」の第１章、第５、２、⑤により、
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奈良県内消防本部（生駒市消防本部）の長に応援要請を行う。 

ウ 奈良市消防局の長（代表消防機関代行）は、奈良県内消防本部の長に対し応援要請した旨

を奈良県消防救急課長に連絡する。 

エ 応援側消防本部の長は、応援要請を受諾し出場を決定したときは、奈良市消防局（代表消

防機関代行）を通じて速やかに被災地を管轄する奈良県広域消防組合消防本部の長に通報す

る。 

オ 奈良県広域消防組合消防本部(代表消防機関)は、応援側消防本部の応援要請準備として、

「奈良県消防広域応援基本計画」第３章、第１２、③の準備にあたるものとし、応援隊の集

結場所を奈良県広域消防組合消防本部（代表消防機関）の長が指定し、応援側消防本部へ報

告する。 

（２）「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱」に基づく情報伝達訓練 

  ア 奈良県広域消防組合消防本部は、緊急消防援助隊の応援が必要であると判断し、奈良県に

対し電話連絡により応援要請を行う。（要請要綱別記様式１－２をＦＡＸ） 

  イ 奈良県広域消防組合消防本部から応援要請を受けた奈良県は消防庁に対し、電話連絡によ

り緊急消防援助隊の応援を要請する。（要請要綱別記様式１－１をＦＡＸ） 

  ウ 消防庁から奈良県に要請要綱別記様式３－２により、緊急消防援助隊の応援等決定通知が

送信される。 

  エ 緊急消防援助隊の応援等決定通知を受けた奈良県は、奈良県広域消防組合消防本部に対し、

その旨を通知する。 

  オ 消防庁から奈良県に要請要綱別記様式３－３により、緊急消防援助隊の出動隊数通知が送

信される。 

  カ 緊急消防援助隊の出動隊数通知を受けた奈良県は、奈良県広域消防組合消防本部に対し、

その旨を通知する。 
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奈良県災害対策本部、消防応援活動調整本部及び指揮本部等運営訓練実施要領 

（訓練No.②） 

 

１ 主眼 

（１）状況付与型の図上訓練を実施し、奈良県災害対策本部及び消防応援活動調整本部の情報収集

要領及び統括指揮支援隊への引継ぎ要領の強化を図る。 

（２）実災害において、初動対応に当たる奈良県災害対策本部員が各関係機関との情報共有体制及

び初期対応力の強化を図る。 

（３）奈良県災害対策本部、消防応援活動調整本部、指揮本部及び指揮支援本部の消防応援活動に

係る指揮、調整能力の向上を図る。 

  ア １日目午前中に実施する図上訓練は、実動訓練とは連動しない設定で実施し、消防応援活

動調整本部や統括指揮支援隊長、指揮支援隊長及び情報統括支援隊長等の柔軟な部隊投入、

配置の検討、活動指示を訓練するとともに、指揮本部や指揮支援本部との情報共有体制を確

立する等、初期対応力の強化を図る。 

  イ １日目午前中の図上訓練終了後、実動訓練の状況に即した部隊投入、配置、活動指示状況

を付与し、実動部隊の進出状況に基づき、緊急消防援助隊をはじめとする各実動部隊の部隊

配置や活動指示を行う。 

（４）指揮本部、指揮支援本部等は、実動部隊からの活動報告等による部隊運用及び活動調整を行 

い、各本部等で実動部隊を統制することにより、実災害に求められる連携、部隊指揮、活動調 

整、安全管理等、各種能力の向上を図る。 

（５）奈良県防災情報システム、新総合防災情報システム及び緊急消防援助隊動態情報システムを

活用した災害時における情報収集要領、緊急消防援助隊応援部隊との情報共有要領の検証を行

い、情報収集、整理及び共有能力の向上を図る。 

（６）「奈良県緊急消防援助隊受援計画」及び「奈良県消防広域応援基本計画」の検証を行い、奈良

県及び奈良県内消防本部の受援力の向上を図る。 

 

２ 想定 

（１）１日目【１０月２５日（土）】 

中央構造線断層帯を震源とする大規模地震が発生し、奈良県北葛城郡広陵町、高市郡高取町

において最大震度６強が観測され、数日前からの大雨の影響もあり土砂災害等の甚大な被害が

発生した。被害の甚大な２町からの要請に基づき、緊急消防援助隊及び奈良県内広域応援部隊

が出動し、各災害現場にて消火・救助及び救急活動を実施する。 

（２）２日目【１０月２６日（日）】 

奈良県に進出した緊急消防援助隊及び奈良県内広域応援部隊は、活動ミーティング（２５ 

日実施）にて活動指示を受け、前日に引き続き各災害現場において、消火、救助及び救急活動

を実施する。 

 

３ 実施日時 

  令和７年１０月２５日（土）９時００分から１０月２６日（日）１１時３０分まで 

訓練名 日時 
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４ 実施場所 

（１）奈良県災害対策本部及び消防応援活動調整本部 

   奈良県庁東棟２階災害対策本部室（奈良市登大路町３０） 

（２）指揮本部及び指揮支援本部 

   奈良県広域消防組合消防本部（橿原市慈明寺１４９番地の３) 

 

５ 参加機関 

（１）奈良県災害対策本部及び消防応援活動調整本部 

  総務省消防庁、京都市消防局、奈良県、奈良県内消防本部、奈良県警察本部、国土交通省近

畿地方整備局、陸上自衛隊、奈良ＤＭＡＴ 

（２）指揮本部及び指揮支援本部 

   奈良県広域消防組合消防本部、大阪市消防局、神戸市消防局 

 

６ 実施内容 

（１）奈良県災害対策本部運営訓練 

ア 各種情報の収集、共有及び整理 

イ 緊急消防援助隊等の応援要請 

ウ 消防応援活動調整本部との情報共有及び連携 

（２）消防応援活動調整本部運営訓練 

  ア 各種情報の収集、共有及び整理 

  イ 指揮本部との情報共有、連携及び活動調整 

  ウ 奈良県災害対策本部との情報共有及び連携 

エ 緊急消防援助隊に関する部隊の運用調整 

オ 指揮支援本部及び航空指揮本部との活動調整、連絡及び報告 

  カ 関係機関との活動調整、連絡及び報告 

（３）指揮本部運営訓練（航空指揮本部、航空指揮支援本部を含む） 

ア 各種情報の収集、共有及び整理 

イ 被害情報の管理 

  ウ 被害状況に対する消防部隊の配備 

  エ 奈良県内広域応援部隊及び緊急消防援助隊の応援要請の判断 

  オ 応受援体制の構築 

カ 消防応援活動調整本部、指揮支援本部及び県内応援隊本部との情報共有 

（４）指揮支援本部運営訓練 

  ア 各種情報の収集、共有及び整理 

  イ 消防応援活動調整本部との活動調整、連絡及び報告 

奈良県災害対策本部運営訓練 ２５日(土)９：００～１２：００(図上) 

消防応援活動調整本部運営訓練 ２５日(土)９：００～１２：００(図上) 

１２：００～１８：００(実働) 

２６日(日)８：３０～１１：３０(実働) 
指揮本部及び指揮支援本部運営訓練 
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  ウ 指揮本部との情報共有及び連携 

  エ 緊急消防援助隊各府県大隊等の指揮及び活動管理 

  

７ 実施要領 

（１）図上訓練 ２５日（土）９時００分～１２時００分 

  ア 奈良県災害対策本部、消防応援活動調整本部、各指揮本部及び指揮支援本部の要員は、各

訓練会場の訓練統制班、状況付与班の統制・進行、状況付与により、訓練を実施する。 

  イ 訓練開始直後は、奈良県災害対策本部及び各指揮本部の要員のみで、災害対応を行うもの

とし、消防応援活動調整本部の消防職員及び指揮支援隊等の要員の訓練参加は、指定する時

刻又は実行動の会場到着時刻以降とする。 

  ウ 奈良県災害対策本部、消防応援活動調整本部及び各指揮本部は、「奈良県消防広域応援基

本計画」に基づき調整された県内消防応援の態勢を把握する。 

  エ 前述の要員が、災害対応にあたり訓練に参加していない機関等との連絡・調整が必要な場

合は、訓練要員に連絡する。 

  オ 消防応援活動調整本部又は統括指揮支援隊長は、災害の状況、各府県大隊等の編成、装備

を考慮して、応援部隊の投入、配置を検討し、指揮本部等と協議の上、活動を指示する。こ

の際、実動部隊の実行動とは連動させない。 

  カ 緊急消防援助隊動態情報システムは、災害表示名「令和７年度近畿ブロック合同訓練（図

上）」にログインし訓練を実施する。 

  キ 進出中の実動部隊については、「令和７年度近畿ブロック合同訓練（実働）」を使用してい

る。混同を防ぐため、図上訓練の支援情報掲示板は「静岡県」の掲示板を借用することとす

る。 

（２）実働連動訓練 ２５日（土）１２時００分～２６日（日）１１時３０分 

  ア 図上訓練終了後、消防応援活動調整本部、指揮本部及び指揮支援本部は、実行動する各府

県大隊等の参集状況、投入先、配置を速やかに把握する。 

  イ 消防応援活動調整本部、指揮本部及び指揮支援本部は、各府県大隊長等から災害現場の地

点情報、災害状況等を動画や写真で送付させる等、画像伝送装置、緊急消防援助隊動態情報

システムを有効に活用し情報共有に努める。 

  ウ 消防応援活動調整本部及び指揮本部は、災害状況に応じて、指揮支援隊を災害現場へ派遣

する等、緊急消防援助隊として、一体的な活動を実施する。 

  エ 指揮支援本部長は、一つの現場に複数の府県大隊を配置する場合、統括する府県大隊長を

指名する。また、長時間活動時には、府県大隊の入れ替えや部隊の入れ替えを考慮する。  

  オ 訓練想定の終了は、各訓練会場の訓練運営管理担当者の指示によるものとする。 
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航空指揮本部及び航空指揮支援本部設置運営訓練実施要領（訓練 No.③） 

 

１ 主眼 

  航空指揮本部を中心とした航空部隊運用訓練を実施し、受援能力の強化及び航空指揮支援隊並

びに管轄消防本部との連携活動能力の向上を図る。また、航空部隊受援計画に定める受援体制の

確立、航空指揮本部及び航空指揮支援本部を中心とした効率的な部隊運用等について、計画の実

効性を検証する。 

 

２ 想定 

令和７年１０月２５日（土）９時００分、中央構造線断層帯を震源とする大規模地震が発生。

広陵町及び高取町において最大震度６強を観測。また、数日前からの大雨の影響もあり土砂風水

害等の甚大な被害が発生している。 

 

３ 実施日時 

令和７年１０月２５日（土）９時００分から１７時００分まで 

 

４ 実施場所 

ヘリベース 

奈良県ヘリポート（奈良県奈良市矢田原町２４５０番地） 

  【N３４°３９′２３″ E１３５°５３′０５″】 

 

５ 参加機関 

（１）航空指揮本部 

   奈良県防災航空隊 

（２）航空指揮支援本部 

   岡山県消防防災航空隊 

   静岡県消防防災航空隊 

 

６ 実施内容 

  ヘリベース指揮者は、奈良県ヘリポートの奈良県防災航空隊事務所に航空指揮本部を立ち上げ、

航空小隊の活動拠点であるヘリベースを設置し、航空機を用いた消防活動の指揮を執り訓練を行

う。 

  航空指揮支援本部長はヘリベース指揮者を補佐し、ヘリベース指揮者の指揮を受け航空に係る

緊急消防援助隊の活動を管理する。 

なお、航空指揮支援本部はヘリベースである奈良県へリポートに設置するものとする。 

（１）図上訓練 

   消防応援活動調整本部、航空運用調整班及び各消防本部と連携した訓練とする。 

  ア 初動対応、情報収集活動 

  イ 緊急消防援助隊の受援体制の確立 

  ウ 航空指揮本部・航空指揮支援本部の設置 



 

52 

 

  エ 航空運航に関する事項 

  オ 航空小隊の活動調整 

  カ 活動拠点ヘリベースの運営 

  キ 燃料補給体制の調整 

  ク 消防応援活動調整本部、航空運用調整班との連絡調整 

  ケ 航空小隊の活動に係る記録 

（２）部隊運用訓練 

   受入態勢完了後から訓練を開始し、部隊参集訓練、航空小隊への任務付与から活動報告まで

を実施する。 

  ア ヘリベースの運営 

  イ 部隊参集対応 

  ウ 航空小隊への任務付与、部隊運用 

  エ 航空小隊の活動に係る記録 

 

７ 訓練工程 

（１）図上訓練（９時００分～１１時３０分） 

   付与された情報をもとに部隊投入等を検討、消防応援活動調整本部、指揮本部及び指揮支援 

本部との情報共有及び活動対応の図上訓練を実施する。 

（２）実動訓練（１２時００分～１７時００分） 

  ア 付与された情報をもとに部隊投入等を検討、消防応援活動調整本部、指揮本部及び指揮支

援本部との情報共有及び活動対応の実動訓練を実施する。 

  イ 事前に計画した部隊配置等により訓練を開始し、陸上部隊と連動した訓練を展開する。 

 

８ 共通事項 

（１）航空指揮本部等の任務等については、航空部隊受援計画のとおりとする。 

（２）「緊急消防援助隊の運用に関する要綱」第２６条に基づき、航空指揮支援隊長は活動拠点ヘリ

ベースに緊急消防援助隊航空指揮支援本部を設置し、航空指揮支援本部長を指名すること。 

（３）ヘリコプター動態管理システムを有効に活用した情報共有を実施すること。 

（４）任務付与時は、任務の詳細情報、飛行経路、セパレーション、無線統制等の安全運航に関す

る情報を提供すること。 

（５）奈良県防災航空隊は、航空部隊等の執務、待機等の体制を整備する。 
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指揮支援部隊輸送訓練実施要領（訓練 No.④） 

 

１ 主眼 

（１）奈良県防災航空隊と応援航空部隊の情報共有及び連絡体制の確立 

（２）各指揮本部への指揮支援隊（部隊長）輸送航空小隊の受入体制の確認 

 

２ 想定 

令和７年１０月２５日(土)９時００分、中央構造線断層帯を震源とする大規模地震が発生。広 

陵町及び高取町において最大震度６強を観測。また、数日前からの大雨の影響もあり土砂災害等 

の甚大な被害が発生している。 

 

３ 実施日時 

令和７年１０月２５日（土） ９時１０分から消防応援活動調整本部（奈良県庁）及び指揮本 

部（奈良県広域消防組合消防本部）到着まで 

 

４ 実施場所 

（１）統括指揮支援隊（長）輸送訓練 

   ヘリベース 

奈良県ヘリポート（奈良県奈良市矢田原町２４５０番地） 

   【N３４°３９′２３″ E１３５°５３′０５″】 

（２）指揮支援隊（長）輸送訓練 

フォワードベース 

橿原運動公園硬式野球場（奈良県橿原市雲梯町３２３－２） 

   【N３４°２９′４１″ E１３５°４６′２６″】※民間訓練試験区域ＣＫ１１－５内 

 

５ 参加機関 

（１）京都市消防航空隊 

（２）大阪市消防局航空隊 

（３）神戸市消防局航空機動隊 

 

６ 実施内容 

（１）統括指揮支援隊（長）輸送訓練 

統括指揮支援隊（長）を京都市消防航空隊により奈良県ヘリポートまで空路輸送、奈良県ヘ

リポートから奈良県庁災害対策室まで被災地管轄消防により陸路輸送する。 

（２）指揮支援隊（長）輸送訓練 

指揮支援隊（長）を大阪市消防局航空隊及び神戸市消防局航空機動隊により橿原運動公園硬

式野球場まで空路輸送、橿原運動公園硬式野球場から奈良県広域消防組合消防本部まで被災地

管轄消防により陸路輸送する。 

（３）情報連絡訓練 

航空指揮本部は、総務省消防庁広域応援室とヘリコプター動態管理システムのグループ化に
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ついて調整し、同システムを活用した「目的地の登録・送信」などの情報提供を行う。 

（４）地上安全管理 

地上安全管理を実施する機関が事前に定める航空機着陸対応方法に基づき実施する。 

 

７ 共通事項 

（１）活動については「訓練全般に係る統一事項」に定めるとおりとする。 

（２）訓練実施中は、訓練スタッフの指示に従うものとする。 

（３）天候不良等のため輸送先まで輸送できない場合、各指揮支援隊長等は車両により指揮本部に

現地入りし、航空機による指揮支援部隊輸送訓練の中止の判断は、「航空部隊訓練実施計画 １

５ 航空隊訓練の中止」のとおりとする。 

（４）参加航空隊は、最終飛行決心を次の機関に連絡すること。 

奈良県防災航空隊 ：０７４２－８１－０３９９ 

 

８ その他 

訓練会場（橿原運動公園硬式野球場）へ進入、着陸する際は統制派３ｃｈＦＬで地上安全管理 

員（たかだ701）と無線交信を行い、安全管理状況を確認した後、進入、着陸する。 

  民間訓練試験区域ＣＫ１１－５内にあるため、区域内への進入離脱時は関西ＴＣＡとコンタク 

トすること。 

 

９ 訓練現場図 

（１）奈良県ヘリポート（ヘリベース） 

 

 

 

 

 

      
        
          

    
       

 

 

 

 

    
       

     
             

 

                   

              
            

           
                  

                        
             

                       
                    

                       

                        
      
                       
               

     

    

 

   

    

              
                               

 

※上空飛行要注意地域については、P６、９の確認を

お願いします。 

※ヘリベース進入・離脱経路及び位置通報点について

は、P8の確認をお願いします。 
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   橿 運 公園硬式野球  フォワ       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橿原神宮 

上空飛行 

禁止 

離脱 

進入 

○H  
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陸上部隊参集訓練実施要領（訓練№⑤） 

 

１ 主眼 

（１）県内広域応援部隊、緊急消防援助隊の迅速な出動に繋がる被災地消防本部の情報伝達体 

制の構築及び受援力の強化を図る。 

（２）出動の求め又は指示を受けた府県大隊等が、集結場所から指定された進出拠点へ迅速に出  

  動することができる体制の構築を図る。 

（３）出動途上及び被災地到着時の情報並びに消防応援活動調整本部等からの指示等について、緊

急消防援助隊動態情報システム等を活用した情報共有及び連絡体制の強化を図る。 

 

２ 実施日時 

  令和７年１０月２５日（土）各統合機動部隊及び各府県大隊等の出動から進出拠点到着まで 

 

３ 実施場所（進出拠点） 

（１）ロート奈良鴻ノ池パークロートフィールド奈良外周道路（奈良市法蓮佐保山４丁目５－１） 

（２）橿原運動公園駐車場（橿原市雲梯町３２３－２） 

（３）上野公園（五條市上野町２４６番地） 

※ 各統合機動部隊、各府県大隊及び安全管理部隊の進出拠点は、訓練当日に緊急消防援助隊

動態情報システム等により付与する。 

 

４ 参加機関 

（１）指揮支援部隊 

  ア 京都市消防局（統括指揮支援隊） 

  イ 大阪市消防局（指揮支援隊） 

  ウ 神戸市消防局（指揮支援隊） 

（２）統合機動部隊 

  ア 三重県統合機動部隊 

  イ 京都府統合機動部隊 

  ウ 大阪府統合機動部隊 

  エ 和歌山県統合機動部隊 

（３）府県大隊等 

  ア 福井県土砂・風水害機動支援部隊 

イ 三重県大隊及び安全管理部隊 

  ウ 滋賀県大隊及び安全管理部隊 

  エ 京都府大隊及び安全管理部隊 

  オ 大阪府大隊及び安全管理部隊 

  カ 兵庫県大隊及び安全管理部隊 

  キ 和歌山県大隊及び安全管理部隊 

  ク 徳島県土砂・風水害機動支援部隊 

（４）県内広域応援部隊 
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５ 実施内容 

（１）指揮支援部隊 

  ア 各府県応援等実施計画に定める方法（陸路又は空路）で進出するものする。 

  イ 事前に給油、休憩計画を立て、訓練後に事前計画との結果を照合し、事後検証を行うも 

のとする。 

  ウ 各隊は、次の時間に参集するものとする。（参集目安時間は進出拠点到着時間又は航空 

機着陸時間を示す。） 

部隊名 手段 参集目安時間 出動先 

京都市統括指揮支援隊 
空路 ９時２５分頃 奈良県ヘリポート 

陸路 １０時００分頃 奈良県庁 

大阪市指揮支援隊 

空路 １０時００分頃 橿原運動公園硬式野球場 

陸路 １０時１０分頃 
奈良県広域消防組合 

消防本部 

神戸市指揮支援隊 

空路 １０時０５分頃 橿原運動公園硬式野球場 

陸路 １０時１５分頃 
奈良県広域消防組合  

消防本部 

   ※空路による部隊訓練の詳細は「指揮支援部隊輸送訓練実施要領(訓練 No.④)」に示す通り

とする。 

エ 消防応援活動調整本部及び指揮支援隊との連絡については、緊急消防援助隊動態情報シ 

ステム及び訓練当日に示す電話番号を活用するものとする。 

  オ 「緊急消防援助隊の運用に関する要綱」第 24 条及び第 25 条に基づく各本部長及び大隊

（部）隊長間で実施する指示事項及び連絡事項の伝達については、緊急消防援助隊動態情報

システム及び各隊が保有する専用携帯電話にて行うこととする。 

  カ 集結場所出発後、緊急消防援助隊動態情報システムにて、消防応援活動調整本部へ必要事

項（現在地、部隊数、隊員数、進出拠点到着予定時刻等）を報告し、以後、適宜情報共有を

図ること。 

  キ 指揮支援（部）隊長は、指揮本部長又は消防応援活動調整本部責任者の下に向かい、活動

の指示を受けること。 

（２）統合機動部隊 

  ア 「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱」別表Ａ 区分Ⅱの第１次出動都道府県

隊である三重県、京都府、大阪府及び和歌山県の統合機動部隊は、各府県応援等実施計画に

定める集結場所に集結し、指定された進出拠点（出動途上に進出拠点を指示）へ出動する。 

  イ 事前に給油、休憩計画を立て、訓練後に事前計画との結果を照合し、事後検証を行うもの

とする。 

  ウ 各統合機動部隊は、指定された進出拠点へ出動する。（参集目安時間は進出拠点到着時間

を示す。） 

部隊名 参集目安時間 指定進出経路 進出拠点 

三重県統合機動部隊 １２時４５分頃 名阪国道 橿原運動公園 

京都府統合機動部隊 １２時１５分頃 なし ロート奈良鴻池パーク 

大阪府統合機動部隊 １２時１５分頃 南阪奈道路 橿原運動公園 
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和歌山県統合機動部隊 １２時１５分頃 京奈和自動車道 上野公園 

  エ 消防応援活動調整本部及び指揮支援隊との連絡については、緊急消防援助隊動態情報シス

テム及び訓練当日に示す電話番号を活用するものとする。 

  オ 「緊急消防援助隊の運用に関する要綱」第 24 条及び第 25 条に基づく各本部長及び大隊

（部）隊長間で実施する指示事項及び連絡事項の伝達については、緊急消防援助隊動態情報

システム及び各隊が保有する専用携帯電話にて行うこととする。 

  カ 集結場所出発後、緊急消防援助隊動態情報システムにて、消防応援活動調整本部へ必要事

項（現在地、部隊数、隊員数、進出拠点到着予定時刻等）を報告し、以後、適宜情報共有を

図ること。 

  キ 統合機動部隊指揮隊は、指揮本部長又は進出拠点責任者の下に向かい、部隊参集受付簿（別

添）に必要事項を記載し、提出すること。 

  ク 指揮本部長又は進出拠点責任者に到着報告を行い、活動指示（活動指示書の手交）及び説

明を受けるものとする。 

（３）府県大隊等 

ア 各府県大隊長及び安全管理部隊長は、各府県応援等実施計画に定める集結場所に各府県大

隊及び安全管理部隊を集結させた後、指定された進出拠点へ出動する。 

  イ 事前に給油、休憩計画を立て、訓練後に事前計画との結果を照合し、事後検証を行うもの

とする。 

ウ 府県大隊等は、次に掲げる時間に参集するものとする。 

府県大隊名 参集目安時間 指定進出経路 進出拠点 

福井県土砂・風水害機動支援部隊 １３時４５分頃 京奈和自動車道 ロート奈良鴻池パーク 

三重県大隊及び安全管理部隊 １３時１５分頃 名阪国道 橿原運動公園 

滋賀県大隊及び安全管理部隊 １３時３０分頃 京奈和自動車道 ロート奈良鴻池パーク 

京都府大隊及び安全管理部隊 １３時００分頃 なし ロート奈良鴻池パーク 

大阪府大隊及び安全管理部隊 １３時００分頃 南阪奈道路 橿原運動公園 

兵庫県大隊及び安全管理部隊 １３時３０分頃 南阪奈道路 橿原運動公園 

和歌山県大隊及び安全管理部隊 １３時００分頃 京奈和自動車道 上野公園 

徳島県土砂・風水害機動支援部隊 １３時３０分頃 京奈和自動車道 上野公園 

エ 消防応援活動調整本部及び指揮支援隊との連絡については、緊急消防援助隊動態情報シス

テム及び訓練当日に示す電話番号を活用するものとする。 

  オ 「緊急消防援助隊運用に関する要綱」第 24条及び第 25条に基づく各本部長及び大隊（部）

隊長間で実施する指示事項及び連絡事項の伝達については、緊急消防援助隊動態情報システ

ム及び各隊が保有する専用携帯電話にて行うこととする。 

  カ 集結場所出発後、緊急消防援助隊動態情報システムにて、消防応援活動調整本部へ必要事

項（現在地、部隊数、隊員数、進出拠点到着予定時刻等）を報告し、以後、適宜情報共有を

図ること。 

  キ 進出拠点に到着後、各進出拠点責任者へ到着報告を行い、府県大隊参集受付簿（別添）に

必要事項を記載し、提出すること。 

  ク 各進出拠点責任者より、活動指示（活動指示書の手交）を受けること。 
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６ その他 

（１）参集目安時間について 

   参集目安時間については、道路の渋滞緩和を目的として設定したものであるため、各府県統 

合機動部隊及び各府県大隊等は、参集目安時間に到着後も出動途上とみなすものとし、詳細な 

状況説明等については、訓練当日、進出拠点に配置の訓練要員により現示をする。 

（２）緊急消防援助隊動態情報システムの入力要領について 

   消防応援活動調整本部及び指揮本部等の運営訓練（図上訓練）は、実動部隊と連動していな 

いため、使用する緊急消防援助隊動態情報システムについては、図上訓練と実動訓練を別々で 

管理するため、各府県統合機動部隊および各府県大隊等は、同システムの災害名「令和７年度 

近畿ブロック合同訓練（実働）」でログインし、情報入力すること。 
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航空指揮支援隊・航空後方支援隊・航空小隊参集訓練実施要領（訓練 No.⑥） 

 

１ 主眼 

（１）奈良県緊急消防援助隊航空部隊受援計画に基づいた円滑な部隊受け入れ体制の確立 

（２）ヘリコプター動態管理システム等を活用した効果的な情報提供及び共有 

（３）部隊参集にかかる受援、応援体制の確認及び検証 

 

２ 実施日時 

  令和７年１０月２５日（土） ９時００分～１７時００分 

  令和７年１０月２６日（日） ８時３０分～１１時３０分 

 

３ 想定 

令和７年１０月２５日９時００分、中央構造線断層帯を震源とする大規模地震が発生。広陵町

及び高取町において最大震度６強を観測。また、数日前からの大雨の影響もあり土砂災害等の甚

大な被害が発生している。 

 

４ 実施場所 

ヘリベース 

奈良県ヘリポート（奈良県奈良市矢田原町２４５０番地） 

【N３４°３９′２３″ E１３５°５３′０５″】 

 

フォワードベース 

橿原運動公園硬式野球場（奈良県橿原市雲梯町３２３－２） 

  【N３４°２９′４１″ E１３５°４６′２６″】※民間訓練試験区域ＣＫ１１－５内 

 

５ 参加機関 

（１）航空指揮支援隊 

岡山県消防防災航空隊（ヘリベース） 

（２）航空後方支援隊 

   静岡県消防防災航空隊（フォワードベース） 

（３）航空小隊 

  ア １０月２５日（土） 

  （ア） 徳島県消防防災航空隊 

  （イ） 滋賀県防災航空隊 

 （ウ） 兵庫県消防防災航空隊 

  イ １０月２６日（日） 

  （ア） 三重県防災航空隊 

  （イ） 福井県防災航空隊 

 

６ 機関別参集時間 
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（１）航空指揮支援隊参集時間 

   岡山県消防防災航空隊及び、静岡県消防防災航空隊はヘリベースに、車両により陸路で１０

月２５日（土）１０時００分までに参集すること。参集経路、資機材は隊の判断に任せる。駐

車場にあっては【別図１】を参照。 

 

（２）航空小隊別参集時間 

   各航空隊は、航空機により空路でヘリベース（奈良県ヘリポート）へ次に示す時間に参集する。 

 

  １０月２５日（土） 

参集時間 航空小隊名 駐機スポット 

１２時２０分 徳島県消防防災航空隊 ５番スポット 

１２時５５分 滋賀県防災航空隊 １番スポット 

１４時２０分 兵庫県消防防災航空隊 ３番スポット 

 

  １０月２６日（日） 

参集時間 航空小隊名 駐機スポット 

８時５０分 三重県防災航空隊 １番スポット 

９時４５分 福井県防災航空隊 ３番スポット 

 

７ 実施内容 

（１）情報連絡訓練 

   航空指揮本部は、総務省消防庁広域応援室航空企画係とヘリコプター動態管理システムのグル

ープ化について調整し、同システムを活用した「目的地の登録・送信」などの情報提供を行う。 

（２）参集報告 

  ア ヘリベース指揮者は、航空部隊がヘリベースに到着した後、航空部隊受援計画の別記様式３

「緊急消防援助隊航空隊等受入一覧表」により受け入れを行うこと。 

  イ 航空小隊長は、ヘリベース到着後、ヘリベース指揮者に対して参集完了報告を行うこと。 

（３）ヘリベース運営訓練 

  ア ヘリベースの離着陸体制 

    「令和７年度緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練航空部隊実施計画１２共通事項（５）

ヘリベースの離着陸体制」のとおり。 

  イ ヘリベース及び駐機場所のレイアウトは９訓練現場図のとおり。 

 

８ 共通事項 

（１）活動については「訓練全般に係る統一事項」に定めるとおりとする。 

（２）各航空小隊は、参集前に航空部隊受援計画の別記様式２「緊急消防援助隊航空部隊情報提供 

  ＦＡＸ」を奈良県防災航空隊へ送付すること。 

（３）天候不良等のため輸送先まで輸送できない場合、各指揮支援隊長等は車両により指揮本部に 

現地入りし、航空機による指揮支援隊輸送訓練の中止の判断は、「航空部門実施計画１５航空 

隊訓練の中止」のとおりとする。 
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（４）参加航空隊は、最終飛行決心を次の機関に連絡すること。 

奈良県防災航空隊 ：０７４２－８１－０３９９ 

（５）民間訓練試験区域ＣＫ１１－５内にあるため、区域内への進入離脱時は関西ＴＣＡとコンタ 

クトすること。 

 

９ 訓練現場図 

（１）奈良県ヘリポート（ヘリベース） 
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航空部隊情報収集訓練実施要領（訓練 No.⑦） 

 

１ 主眼 

（１）奈良県緊急消防援助隊航空部隊受援計画に基づき、航空機による情報収集活動の実施と検証 

（２）災害状況の早期把握及び関係機関との情報共有 

（３）映像配信要領（ＬＡＳＣＯＭ衛星配信）及び各機関での視聴要領の検証 

 

２ 想定 

令和７年１０月２５日(土)９時００分、中央構造線断層帯を震源とする大規模地震が発生。広

陵町及び高取町において最大震度６強を観測。また、数日前からの大雨の影響もあり土砂風水害

等の甚大な被害が発生している。 

 

３ 実施日時 

  令和７年１０月２５日（土） ９時３０分～１０時１５分 

 

４ 実施場所 

（１）ヘリベース 

奈良県ヘリポート（奈良県奈良市矢田原町２４５０番地） 

  【N３４°３９′２３″ E１３５°５３′０５″】 

（２）奈良県天理市上空 

  【N３４°３５′１２″ E１３５°５２′１７″】※民間訓練試験区域ＣＫ１１－３内 

（３）奈良県第二浄化センター（奈良県北葛城郡広陵町萱野４６０） 

  【N３４°３４′３９″ E１３５°４４′５９″】※民間訓練試験区域ＣＫ１１－３内 

（４）高取バイパス（奈良県高市郡高取町） 

  【N３４°２６′２４″ E１３５°４７′１６″】※民間訓練試験区域ＣＫ１１－５内 

（５）たかとり健幸の森公園（奈良県高市郡高取町） 

  【N３４°２５′５３″ E１３５°４６′４２″】※民間訓練試験区域ＣＫ１１－５内 

 

５ 参加機関 

奈良県防災航空隊 

 

６ 実施内容 

次の事項を重点事項に情報収集及び映像配信を実施する。 

（１）孤立被害、要救助者の状況 

（２）建物損壊状況、避難住民の動向 

（３）土砂崩れ、道路、高速道路、鉄道等主要交通網の状況（被害状況、交通渋滞等） 

（４）場外離着陸場の状況 

（５）その他特異な状況 

（６）飛行経路は、奈良県ヘリポート～天理市上空（ヘリテレ伝送開始）～メイン会場（奈良県第

二浄化センター）～サブ会場②（高取バイパス）～サブ会場①（たかとり健幸の森公園）～メ
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イン会場（奈良県第二浄化センター）～奈良県ヘリポートとする。 

 

７ 視聴機関及び視聴方法 

（１）奈良県庁 

 リコプター伝送システム及びＬＡＳＣＯＭによる衛星映像配信 

（２）航空指揮本部 

 リコプター伝送システム及びＬＡＳＣＯＭによる衛星映像配信 

 

８ 共通事項 

図上訓練との関係については、以下のとおり。 

（１）本訓練は図上訓練と同時に実施し、機体搭乗員はヘリベース指揮者の指示により編成し活動 

する。 

（２）各実動部隊は、情報収集活動中及び終了後にヘリベース指揮者に対し、被害状況等を報告す 

る。 

(３）ヘリベース指揮者は、情報収集活動結果を取りまとめ、消防応援活動調整本部に報告する。 

（４）民間訓練試験区域ＣＫ１１－３及び１１－５内への進入離脱時は関西ＴＣＡとコンタクトす 

ること。 

 

９ 訓練現場図 

（１）全体図 
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情報収集・共有・伝達訓練実施要領（訓練No.⑧） 

 

１ 主眼 

（１）情報収集航空小隊の早期投入による被害情報の把握及び映像送信 

（２）情報収集活動用ドローンによる被害状況の把握及び映像送信 

（３）通信支援小隊（無線中継車）の現場映像送信による情報共有 

（４）映像送受信時の連絡体制の確立 

（５）送信された映像を用いた活動調整及び部隊運用 

（６）緊急消防援助隊動態情報システムを活用した情報共有 

 

２ 実施日時 

  令和７年１０月２５日（土）活動隊到着から１８時００分まで 

 

３ 実施場所 

（１）総務省消防庁 

（２）奈良県庁（奈良県災害対策本部、消防応援活動調整本部） 

（３）奈良県広域消防組合消防本部 

（４）各訓練会場 

 

４ 参加機関 

（１）総務省消防庁 

（２）奈良県 

（３）奈良県警察本部 

（４）緊急消防援助隊統合機動部隊 

（５）緊急消防援助隊府県大隊 

（６）緊急消防援助隊各部隊 

（７）奈良県広域消防組合消防本部 

 

５ 実施内容 

（１）航空小隊による情報収集 

（２）ヘリテレを活用した上空映像送信 

（３）通信支援小隊（無線中継車）による現場映像送信による情報共有 

（４）情報収集活動用ドローンによる災害現場の全容把握及び映像送信 

（５）緊急消防援助隊動態情報システムを活用した情報共有 

 

６ 地域衛星通信ネットワークによる映像送信要領 

（１）地域衛星通信ネットワークによる映像送信時間は次のとおりとし、該当する航空小隊及 

び通信支援小隊は、割り当てられた時間帯に映像送信を行うものとする。 
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ア ヘリテレ（奈良県防災ヘリ「やまと２０００」）映像送信計画  

ヘリテレ（２５日） 

実施場所 映像伝送時間 ヘリテレ制御 

チャンネル 

ＬＡＳＣＯＭ 

配信チャンネル 

広陵町エリア ９：４５～１０：００ ３ｃｈ 当日周知 

高取町エリア １０:１５～１０：３０ ３ｃｈ 当日周知 

    ※奈良県広域消防組合通信指令課にてヘリテレからの映像を３ｃｈで受信し、ＬＡＳＣＯ

Ｍ配信で再配信するものとする。 

  イ 通信支援小隊による現場映像送信計画   

通信支援小隊（２５日） 

小隊 映像伝送時間 配信ｃｈ 備考 

大阪市 １４：４５～１５：４５ 当日周知  

和歌山市 １６：００～１７：００ 当日周知  

通信支援小隊（２６日） 

小隊 映像伝送時間 配信ｃｈ 備考 

姫路市 １０：００～１１：００ 当日周知  

    ※各部隊は当日活動する場所において現場映像伝送を行うこと。  

 

（２）通信支援小隊等は、割り当てられた時間までに、資機材等の準備を行い、リモートＵＡＴ 

 を実施しておくこと。 

（３）奈良県災害対策本部、消防応援活動調整本部、指揮本部及び指揮支援本部は送信された映 

像を受信し、必要な情報を得るものとする。なお、映像の送受信の確認等については後述の 

連絡体系図をもとに、意思疎通を図ること。連絡については緊急消防援助隊動態情報システ 

ム及び訓練当日に示す電話番号を活用するものとする。 

 

  ア ヘリテレ 

    発災後情報収集活動のためヘリがフライト、航空運用調整班を通して消防応援活動調整本 

   部、奈良県広域消防組合通信指令課に映像送信を行う旨を報告する。（航空運用調整班が編 

成されていない場合は消防応援活動調整本部に報告を行う。） 

 

 

 

 

   

  

映像再配信 

報告 

要請 

伝送確認 

相互調整 

映像伝送 

伝送確認 
消防応援活動調整本部 県災害対策本部 航空運用調整班 

報告 

奈良県広域消防組合  

通信指令課 
奈良県防災航空隊ヘリ 
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 イ 通信支援小隊 

    通信支援小隊による現場映像送信計画を基に奈良県災害対策本部（2日目にあっては消防 

応援活動調整本部）から各現場映像の配信の要請を行う。奈良県災害対策本部又は消防応援 

活動調整本部は計画時刻に映像受信ができるよう要請を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 地域衛星通信ネットワークによる映像送信時は、原則として送信画面に次の情報を付加す 

ること。 

  ア 送信隊名(例) 「○○部隊 ○○消防本部(局) 無線中継車」 「○○県防災ヘリコプター」 

  イ 映像種別(例) 「ライブ映像」「録画映像」 

 

７ 情報収集活動用ドローンによる情報収集及び映像送信要領 

（１）情報収集活動用ドローンの飛行可能時間は次のとおりとし、情報収集活動用ドローンを運 

  用する隊は、現場を指揮する府県大隊長等と協議し、飛行時間を調整の上、映像送信を行う 

ものとする。 

実施場所 飛行時間 

広陵町エリア 活動場所到着～１７：３０ 

高取町エリア 活動場所到着～１７：３０ 

（２）同一訓練会場内におけるドローンの同時飛行については、消防機関及び関係機関で綿密に調 

整し、事故防止等に努めること。 

（３）情報収集活動用ドローン映像の情報共有方法は別に定める。 

 

８ その他 

（１）地域衛星通信ネットワークへの映像伝送サービス利用予約申込については、訓練参加機関

について事前に申請すること。 

（２）現場を指揮する府県大隊長は、映像送信の開始又は終了する場合において、その旨を担当

する指揮支援本部に連絡すること。 

（３）ハイスペックドローン（作成したオルソ画像を含む。）、デジタルカメラ、携帯電話等で 

伝送確認 

伝送確認 

伝送確認 

要請 

要請 

要請 

映像伝送 

伝送確認 

消防応援活動調整本部 県災害対策本部 指揮支援隊 

大隊指揮隊 通信支援小隊 

要請 
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撮影した静止画像は、必要に応じて緊急消防援助隊動態情報システムにアップロードするこ 

と。 
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大規模地震に係る各種救出救助及び消火訓練実施要領（訓練 No.⑨） 

〈広陵町エリア〉 

 

１ 主眼 

（１）統合機動部隊による初動情報収集活動及び府県大隊との情報共有 

（２）広範囲に及ぶ被災地域における活動場所の優先順位付け 

（３）複数府県大隊による活動における指揮命令系統の明確化 

（４）指揮支援隊長の管理及び安全管理部隊による安全管理を徹底した活動 

（５）救急特別編成部隊を編成した救急活動 

 

２ 想定 

  地震の影響で、北葛城郡広陵町内において複数災害により多数の負傷者が発生している。 

 

３ 実施日時 

（１）令和７年１０月２５日（土）活動隊到着から１８時００分 

（２）令和７年１０月２６日（日）８時３０分から１１時３０分 

 

４ 実施場所 

  奈良県第二浄化センタースポーツ広場 (北葛城郡広陵町萱野１００－１) 

 

５ 参加機関 

（１）緊急消防援助隊府県統合機動部隊 

（２）緊急消防援助隊府県大隊 

（３）緊急消防援助隊府県安全管理部隊 

（４）緊急消防援助隊航空小隊 

（５）奈良県警察本部 

 

６ 実施内容 

（１）被害状況の把握と情報伝達 

（２）重機等を用いた道路啓開訓練 

（３）各種救出救助訓練 

（４）火災防御訓練 

（５）多数傷病者対応訓練 

（６）航空小隊と連携した救出救助訓練 

 

７ 活動要領 

（１）活動については「訓練全般に係る統一事項」に定めるとおりとする。 

（２）訓練実施中は訓練スタッフ、訓練現示シート、安全管理員の指示に従うこと。 

（３）救急隊による要救助者等の搬送は、現場において示す仮想医療機関へ搬送することとし 

「要救助者（傷病者）の対応統一事項」に定めるとおり要救助者等を引き継ぐこと。 
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（４）訓練の終了は、要救助者等全員を仮想医療機関へ搬送し引き継いだ時点又は指揮支援本部等 

 の指示によるものとする。 

（５）活動の安全性及び効率性等を検証するため、訓練検証員を配置する。訓練終了後（１７時３

０分以降）は、訓練検証員から活動部隊へ検証結果等をフィードバックする。 

（６）後方支援活動訓練会場への移動については、訓練スタッフの指示後、各府県大隊長の指揮に

より移動するものとする。 
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大規模地震に係る各種救出救助及び消火訓練実施要領（訓練 No.⑩） 

〈高取町エリア〉 

 

１ 主眼 

（１）統合機動部隊による初動情報収集活動及び府県大隊との情報共有 

（２）広範囲に及ぶ被災地域における活動場所の優先順位付け 

（３）複数府県大隊による活動における指揮命令系統の明確化 

（４）指揮支援隊長の管理及び安全管理部隊による安全管理を徹底した活動 

（５）救急特別編成部隊を編成した救急活動 

 

２ 想定 

  地震の影響で、高市郡高取町内において複数災害により多数の負傷者が発生及び周辺の山林に

おいて火災が発生している。 

 

３ 実施日時 

（１）令和７年１０月２５日（土）活動隊到着から１８時００分 

（２）令和７年１０月２６日（日）８時３０分から１２時００分 

 

４ 実施場所 

  たかとり健幸の森公園及び高取バイパス（高市郡高取町羽内） 

 

５ 参加機関 

（１）緊急消防援助隊府県統合機動部隊 

（２）緊急消防援助隊府県大隊 

（３）緊急消防援助隊府県安全管理部隊 

（４）堺市消防局エネルギー・産業基盤災害即応部隊 

（５）緊急消防援助隊航空小隊 

（６）奈良県内消防本部 

（７）陸上自衛隊第４施設団第７施設群   

 

６ 実施内容 

（１）被害状況の把握と情報伝達 

（２）重機等を用いた道路啓開訓練 

（３）各種救出救助訓練 

（４）火災防御訓練 

（５）多数傷病者対応訓練 

（６）航空小隊と連携した救出救助訓練 

 

７ 活動要領 

（１）活動については「訓練全般に係る統一事項」に定めるとおりとする。 
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（２）訓練実施中は訓練スタッフ、訓練現示シート、安全管理員の指示に従うこと。 

（３）救急隊による要救助者等の搬送は、現場において示す仮想医療機関へ搬送することとし「要

救助者（傷病者）の対応統一事項」に定めるとおり要救助者等を引き継ぐこと。 

（４）訓練の終了は、要救助者等全員を仮想医療機関へ搬送し引き継いだ時点又は指揮支援本部等 

  の指示によるものとする。 

（５）活動の安全性及び効率性等を検証するため、訓練検証員を配置する。訓練終了後（１７時３

０分以降）は、訓練検証員から活動部隊へ検証結果等をフィードバックする。 

（６）後方支援活動訓練会場への移動については、訓練スタッフの指示後、各府県大隊長の指揮に

より移動するものとする。 
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合同救護所運営訓練実施要領（訓練 No.⑪） 

 

１ 主眼 

（１）合同救護所の運営 

（２）負傷者への適切な救護活動 

（３）円滑な航空機による広域搬送及びＤＭＡＴとの連携 

（４）傷病者情報の集約及び情報共有 

 

２ 想定 

  中央構造線断層帯を震源とする大規模地震が発生し、奈良県北葛城郡広陵町、高市郡高取町に

おいて最大震度６強が観測され、数日前からの大雨の影響もあり土砂災害等の甚大な被害が発生

し、医療調整本部の指示により合同救護所が設置された。 

 

３ 実施日時 

  令和７年１０月２５日（土）活動隊到着から１８時００分まで 

 

４ 実施場所 

（１）広陵町会場（奈良県第二浄化センター） 

（２）高取町会場（たかとり健幸の森公園及び高取バイパス） 

 

５ 参加機関 

（１）緊急消防援助隊統合機動部隊 

（２）緊急消防援助隊府県大隊 

（３）奈良ＤＭＡＴ 

 

６ 実施内容 

（１）合同救護所の設置及び運営 

（２）災害現場からの負傷者の受入れ及び救護活動 

（３）ＤＭＡＴとの情報共有及び連携 

（４）救急特別編成部隊の編成及び指揮命令系統の確立 

 

７ 活動要領 

（１）活動については「訓練全般に係る統一事項」に定めるとおりとする。 

（２）訓練実施中は訓練スタッフ、訓練現示シート、安全管理員の指示に従うこと。 

（３）救急隊による要救助者等の搬送は、現場に設定された合同救護所へ搬送することとし、「要救

助者（傷病者）の対応統一事項」に定めるとおりとする。 

（４）要救助者等を合同救護所へ搬送したのち、ＤＭＡＴと連携し傷病程度を判断したうえで、仮

想医療機関への搬送、又は航空機による広域搬送のために設けられた場外離着陸場へ搬送する

こと。 

（５）訓練の終了は、要救助者等全員を仮想医療機関へ搬送、又は航空機に引き継いだ時点、若し
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くは指揮支援本部等の指示によるものとする。 

（６）活動の安全性及び効率性等を検証するため、訓練検証員を配置する。訓練終了後（１７時３

０分以降）は、訓練検証員から活動部隊へ検証結果等をフィードバックする。 

（７）後方支援活動訓練会場への移動については、訓練スタッフの指示後、各府県大隊長の指揮に

より移動するものとする。 

 

８ ＤＭＡＴとの連携 

（１）奈良ＤＭＡＴ設置運営要綱等に基づき活動する。 

（２）ＤＭＡＴは、１チーム４名（医師１名、看護師２名、事務調整員１）で編成される。 

（３）ＤＭＡＴのチームが複数ある場合は、代表者と活動の調整を図ること。 

（４）ＤＭＡＴは、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ：イーミス）を活用して、被災地 

域の医療情報を把握する。 
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航空部隊橋梁多重事故現場救出救助訓練実施要領（訓練 No.⑫） 

 

１ 主眼 

（１）関係機関との連携及び情報共有 

（２）地上隊から航空機の活動統制を行い、安全な航空体制の構築 

 

２ 想定 

地震によりバイパス横の斜面が崩れ倒木が発生し、走行中の車両が下敷きとなり、車両数十台

が多重衝突し、多数の要救助者が発生している。 

 

３ 実施日時 

令和７年１０月２５日（土） １４時２０分～１６時５０分 

 

４ 実施場所 

（１）訓練会場 

高取バイパス（奈良県高市郡高取町） 

【N３４°２６′２４″ E１３５°４７′１６″】※民間訓練試験区域ＣＫ１１－５内 

 

（２）要救助者引継ぎ場所 

   フォワードベース 

橿原運動公園硬式野球場（奈良県橿原市雲梯町３２３－２） 

   【N３４°２９′４１″ E１３５°４６′２６″】※民間訓練試験区域ＣＫ１１－５内 

 

５ 参加機関 

  兵庫県消防防災航空隊 

 

６ 実施内容 

大規模地震による災害で陸上部隊により救出された要救助者を揚収救助する。 

 

７ 共通事項 

（１）活動については「訓練全般に係る統一事項」に定めるとおりとする。 

（２）活動指示及び安全運航上必要な事項は、航空部隊受援計画の別記様式４を用いて、へリベー

ス指揮者から任務付与する。 

（３）民間訓練試験区域ＣＫ１１－５内にあるため、区域内への進入離脱時は関西ＴＣＡとコン

タクトすること。 

 

８ その他 

（１）フォワードベース東側の飛行禁止区域（橿原神宮）に注意し飛行すること。また、進入は南

側方向からとし統制波３ｃｈＦＬで地上安全管理員（こうくうなら３）と無線交信を行い、安

全管理状況を確認した後、進入する。 
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（２）訓練会場（高取バイパス）への進入は、統制波３ｃｈＦＬで地上安全管理員（おおよど安全

管理）と無線交信を行い、安全管理状況を確認した後、進入開始する。その後、統制波３ｃｈ

ＦＬで連携地上隊（コール名当日付与）と無線交信を行い、要救助者情報等を入手すること。 

（３）フォワードベースで要救助者を地上安全管理員に引継いだ後に、燃料給油及び活動報告を 

実施する。 

 

９ 訓練現場図 

（１）全体図 

 

（２）高取バイパス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要救助者引継ぎ場所 

訓練会場 
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（３）橿 運 公園硬式野球  フォワ       
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航空部隊大規模土砂崩落現場救出救助訓練実施要領（訓練 No.⑬） 

 

１ 主眼 

（１）関係機関との連携及び情報共有 

（２）地上隊から航空機の活動統制を行い、安全な航空体制の構築 

 

２ 想定 

数日前から降り続く大雨及び大規模地震の影響により高取町で甚大な被害が発生しているも

ので大規模土砂崩落により複数の要救助者を確認する。 

 

３ 実施日時 

令和７年１０月２５日（土） １２時２０分～１５時３０分 

 

４ 実施場所 

（１）訓練会場【別図１、２】 

たかとり健幸の森公園（奈良県高市郡高取町） 

【N３４°２５′５５″ E１３５°４６′４４″】※民間訓練試験区域ＣＫ１１－５内 

 

（２）要救助者引継ぎ場所 

   ヘリベース 

   奈良県ヘリポート（奈良県奈良市矢田原町２４５０番地） 

   【N３４°３９′２３″ E１３５°５３′０５″】 

フォワードベース 

橿原運動公園硬式野球場（奈良県橿原市雲梯町３２３－２） 

   【N３４°２９′４１″ E１３５°４６′２６″】※民間訓練試験区域ＣＫ１１－５内 

 

５ 参加機関 

徳島県消防防災航空隊（フォワードベースで要救助者引継ぎ） 

滋賀県防災航空隊（ヘリベースで要救助者引継ぎ） 

 

６ 実施内容 

大規模地震による災害で陸上部隊により救出された要救助者を揚収救助し、ヘリベース及びフ

ォワードベースへ搬送し要救助者を引き継ぐ。 

 

７ 共通事項 

（１）活動については「訓練全般に係る統一事項」に定めるとおりとする。 

（２）活動指示及び安全運航上必要な事項は、航空部隊受援計画の別記様式４を用いて、へリベー

ス指揮者から任務付与する。 

（３）民間訓練試験区域ＣＫ１１－５内にあるため、区域内への進入離脱時は関西ＴＣＡとコンタ

クトすること。 
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８ その他 

（１）訓練会場（たかとり健幸の森公園）への進入は、統制波３ｃｈＦＬで地上安全管理員（よし

の安全管理）と無線交信を行い、安全管理状況を確認した後、進入開始する。 

（２）徳島県消防防災航空隊はフォワードベースで要救助者を地上安全管理員に引継いだ後に、

燃料給油及び活動報告を実施する。 

（３）滋賀県防災航空隊はヘリベースで要救助者を地上航空隊員に引継いだ後に、燃料給油及び

活動報告を実施する。 

    

９ 訓練現場図 

（１）全体図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓練会場 

引継場所 
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（２）たかとり健幸の森公園 

 

 

（３）橿 運 公園硬式野球  フォワ       
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後方支援活動訓練実施要領（訓練 No.⑭） 

 

１ 主眼 

（１）拠点機能形成車等の消防庁無償使用車両等を活用した後方支援活動訓練の実施 

（２）府県単位で共同の調理器具を使用及び食事メニューの統一等、一体的かつ効率的な後方支援

活動の実施 

（３）限られたスペースにおける効率的かつ効果的な配置の検討 

（４）後方支援活動を通して、マニュアル等の作成又は内容の検証を実施 

（５）各府県大隊における自己完結能力の向上 

（６）近畿ブロック各府県の後方支援体制について共有し、相互理解を深めることによる後方支援

体制の更なる向上。 

 

２ 実施日時 

令和７年１０月２５日（土）各府県大隊後方支援中隊到着時から 

  令和７年１０月２６日（日）午前１１時３０分まで 

  ※２６日（日）午前１１時３０分までに後方支援資機材の撤収及び車両の引上げを完了すること。 

 

３ 実施場所 

（１）かしはら安心パーク（橿原市東竹田町２２４番地の１） 

（２）橿原運動公園駐車場（橿原市雲梯町３２３－２） 

（３）コメリパワー田原本店第二駐車場 (磯城郡田原本町十六面１０２－１) 

 

４ 参加機関 

  緊急消防援助隊各府県大隊等 

  

５ 実施内容 

（１）宿営地の設営訓練 

（２）燃料補給訓練 

（３）各府県大隊活動ミーティング 

 

６ 活動要領 

（１）「緊急消防援助隊における後方支援体制の一層の強化について（令和元年７月４日消防広 

第７７号）」に記載された内容を踏まえ、緊急消防援助隊近畿ブロック各府県消防本部が後 

方支援中隊として訓練を実施すること。 

（２）各府県大隊後方支援中隊長の指揮のもと、レイアウト等を検討し、宿営地を設置すること。 

（夜間対応及び荒天時の想定を含む。） 

（３）宿営場所が隣接する府県大隊は、後方支援中隊長間で車両の動線を協議し、事故防止を図る

観点から、安全管理者を配置すること。 

（４）デコンタミネーションエリアを設け、汚染・感染予防を考慮した後方支援活動を徹底するこ

と。 
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（５）１０月２５日（土）２２時３０分から１０月２６日(日)５時００分までの間は、車両エンジ

ン、発電機等を停止すること。 

（６）訓練は、自己完結型とし、訓練で必要な資機材及び食糧等は各府県大隊で準備すること。 

（７）車両の駐車位置については、各府県大隊に割り当てられた範囲内に収まるようレイアウトを

検討し、別途訓練スタッフが指示する場合は、それに従い駐車すること。 

（８）駐車中の消防車両及び訓練資機材の保守管理は各府県大隊で実施すること。 

（９）訓練で発生したゴミ等は、各府県大隊で必ず持ち帰ること。 

（10）訓練会場内の仮設トイレ、既設トイレを使用する場合は清潔を保ち、汚れた場合は各自で清

掃すること。 
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実動訓練検証ミーティング実施要領（訓練 No.⑮） 

 

１ 主 眼 

実動訓練の各訓練サイトに訓練検証員を配置し、府県大隊等の活動内容等について検証を行う

体制を構築する。訓練終了後、訓練検証員により活動隊に対し検証結果等をフィードバックする

ことで、当該訓練の主眼を伝達し、活動に関しての課題等の抽出に繋げる。 

 

２ 実施日時 

令和７年１０月２５日（土）及び２６日（日） 

※各日、訓練終了後からおおむね３０分程度 

 

３ 実施場所等 

  各訓練サイト 

  ※訓練要員（訓練サイト責任者）が指定する場所に集合する。 

 

４ 参加機関 

  各府県大隊 

  各府県安全管理部隊 

 

５ 実施内容 

（１）各府県大隊及び各府県安全管理部隊は、各指揮支援隊長から訓練終了指示を受ければ、検証

ミーティングを実施するため訓練要員（訓練サイト責任者）が指定する場所に集結すること。 

（２）訓練サイトに配置している各検証員は、統括検証員に対し検証結果等の報告を行い、統括検

証員は検証結果及び意見等を取りまとめる。 

（３）統括検証員は、各府県大隊（長）及び各府県安全管理部隊（長）に対し当該訓練の主眼及び

活動内容に対する検証結果等をフィードバックし、意見交換を実施する。 

（４）実施時間はおおむね３０分とし、終了次第、資器材の撤収を行う。 

 

６ その他 

（１）各府県大隊指揮隊及び各府県安全管理部隊指揮隊は、１日目にあっては検証ミーティング終

了後、速やかに奈良県広域消防組合消防本部に移動を開始し、府県隊ミーティングに参加する

こと。 

※府県隊ミーティング開始時刻（１９時３０分） 

（２）府県大隊の活動隊にあっては、検証ミーティング終了後に資器材の撤収を行い、訓練要員及

び指揮隊、中隊長等の指示に従い、後方支援訓練会場に移動する。（１日目） 

（３）２日目については、検証ミーティング終了後、訓練要員の指示に従い、閉会式会場又は指定

する場所に移動すること。 
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各活動ミーティング訓練実施要領（訓練 No.⑯） 

 

１ 主眼 

（１）指揮支援部隊長、指揮本部長、各指揮支援隊長、情報統括支援隊長、府県大隊長、府県安全

管理部隊長による、各被災地現場での緊急消防援助隊等の活動内容、活動結果及び問題点等の

報告及び総務省消防庁による指示 

（２）各被災地現場での活動報告結果に基づき、翌日の活動場所及び活動方針の決定 

（３）各府県大隊間、中隊及び小隊間における活動の振り返り及び各会議結果の共有 

 

２ 実施日時 

令和７年１０月２５日（土） 

（１）各本部長ミーティング  ：１８時３０分から１９時３０分まで 

（２）府県隊ミーティング   ：１９時３０分から２０時３０分まで 

（３）各府県隊活動ミーティング：２１時００分から２２時００分まで 

 

３ 実施場所等 

（１）各本部長ミーティング  ：奈良県広域消防組合消防本部５階作戦室 

（消防庁、消防応援活動調整本部はＷｅｂ参加） 

（２）府県隊ミーティング   ：奈良県広域消防組合消防本部５階作戦室 

（３）各府県隊活動ミーティング：各府県大隊後方支援活動訓練会場 

 

４ 参加機関 

（１）各本部長ミーティング 

ア 総務省消防庁 

イ 統括指揮支援隊（長）：（奈良県庁） 

ウ 消防応援活動調整本部（長）：（奈良県庁） 

エ 情報統括支援隊（長）：（奈良県庁） 

  オ 指揮本部（長） 

カ 指揮支援隊（長） 

（２）府県隊ミーティング 

  ア 指揮本部（長） 

  イ 指揮支援隊（長） 

  ウ 各府県大隊長等（指揮隊） 

  エ 各府県安全管理部隊長（指揮隊） 

  オ 警察、自衛隊、ＤＭＡＴ等の関係機関 

（３）各府県大隊活動ミーティング 

  ア 各府県大隊長（指揮隊） 

  イ 各府県大隊長が指定する中小隊長等 
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５ 実施内容 

（１）各本部長ミーティングは、対面及びＷｅｂを用いたハイブリッド会議により実施する。 

（２）府県隊ミーティングに参加する指揮本部長、指揮支援隊長、各府県大隊長（指揮隊）、各府

県安全管理部隊長(指揮隊)等は、奈良県広域消防組合消防本部において対面参加する。 

（３）各指揮支援隊長、府県大隊長等は、災害活動記録、映像及び図面等を有効に活用し、被害状

況や活動状況等について報告するものとする。 

（４）指揮支援隊長は、統括指揮支援隊長と協議のうえ翌日の活動調整を行い、その結果を府県隊

ミーティングにおいて、各府県大隊長に指示する。 

（５）活動報告については、「緊急消防援助隊の運用に関する要綱」第３１条に基づき報告するも

のとし、同要綱別記様式２を使用する。 

 

６ その他 

（１）各ミーティングの報告事項については、端的に取りまとめ報告すること。 

（２）各府県活動ミーティングは、終了時間を厳守すること。 
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航空部隊活動ミーティング訓練実施要領（訓練 No.⑰） 

 

１ 主眼 

（１）ヘリベース指揮者、航空運用調整班等による、各被災現場での緊急消防援助隊等の活動内容、 

活動結果及び問題点等の報告及び総務省消防庁による指示 

（２）各被災現場での活動報告結果に基づき、翌日の活動場所及び活動方針の決定 

（３）航空機運用上の留意事項、気象状況の伝達 

 

２ 実施日時 

令和７年１０月２５日（土） １７時００分から１７時３０分まで 

 

３ 実施場所等 

  奈良県防災航空隊事務所（ヘリベース） 

 

４ 参加機関：（会議参加場所） 

（１）総務省消防庁：（未定） 

（２）統括指揮支援隊【長】：（奈良県庁） 

（３）消防応援活動調整本部【長】：（奈良県庁） 

（４）航空運用調整班【長】：（奈良県庁） 

（５）指揮支援本部【長】：（被災地管轄消防本部） 

（６）航空指揮本部：（奈良県防災航空隊事務所） 

（７）航空指揮支援本部：（奈良県防災航空隊事務所） 

（８）緊急消防援助隊各府県航空小隊：（各航空隊基地） 

 ※なお、（２）、（３）、（５）については地上隊訓練進行上、参加できないことがある。 

 

５ 実施内容 

（１）各機関は、対面及びＷｅｂを用いたハイブリッド会議により参加する。 

（２）ヘリベース指揮者、指揮支援本部長は、災害活動記録、映像及び図面等を活用し、被害状況

や活動状況等について報告するものとする。 

（３）ヘリベース指揮者、指揮支援本部長は、航空運用調整班長等と協議のうえ翌日の活動調整を

行い、その結果を緊急消防援助隊各府県航空小隊長に指示する。 

 

６ その他 

使用WEB会議システム：   

. .

 

 

 


